
亀山市告示第５０号 

亀山市妊婦一般健康診査県外受診費助成金交付要綱の一部を改正する告示を次のよう

に定める。 

令和６年３月２７日 

亀山市長 櫻 井 義 之 

 

亀山市妊婦一般健康診査県外受診費助成金交付要綱の一部を改正する告示 

 

第１条 亀山市妊婦一般健康診査県外受診費助成金交付要綱（平成２１年亀山市告示第

３５号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前欄に掲げる規定の下線を付した部分（以下「改正部分」という。） 

及び同表の改正後欄に掲げる規定の下線を付した部分（以下「改正後部分」という。） 

については、次のとおりとする。 

（１）改正部分及びこれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を当

該改正後部分に改める。 

（２）改正後部分に対応する改正部分が存在しないときは、当該改正後部分を加える。 

改正後 改正前 

   附 則    附 則 

 （施行期日）  

１ この告示は、平成２１年４月１日か

ら施行する。 

 この告示は、平成２１年４月１日から

施行する。 

 （失効）  

２ この告示は、令和８年３月３１日限

り、その効力を失う。 

［項を加える。］ 

 （失効に伴う経過措置）  

３ 前項の規定によるこの告示の失効の

際現にこの告示に基づいて交付してい

る助成金の返還については、この告示 

の失効にかかわらず、第９条の規定は、

［項を加える。］ 



なおその効力を有する。 

別表（第６条関係） 別表（第６条関係） 

区分 額 

［略］ ［略］ 

６回目 １７，９２０円 

［略］ ［略］ 
 

区分 額 

［略］ ［略］ 

６回目 １７，１４０円 

［略］ ［略］ 
   

備考 表中の［ ］の記載は注記である。 

第２条 亀山市妊婦一般健康診査県外受診費助成金交付要綱の一部を次のように改正す

る。 

次の表の改正前欄に掲げる規定の下線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲

げる規定の下線を付した部分のように改める。 

改正後 改正前 

（助成金の交付請求） 

第７条 助成金の交付を受けようとする

者は、妊婦一般健康診査県外受診費助

成金交付請求書（別記様式）に次に掲

げる書類を添付して、健康診査を受診

した日の属する年度の末日までに市長

に提出しなければならない。 

（１）市が指定する妊婦一般健康診査結

果票 

 

 

 

［（２） 略］ 

（助成金の交付請求） 

第７条 助成金の交付を受けようとする

者は、妊婦一般健康診査県外受診費助

成金交付請求書（様式第１号）に次に

掲げる書類を添付して、健康診査を受

診した日の属する年度の末日までに市

長に提出しなければならない。 

（１）県外の医療機関等における受診結

果が記入された妊婦一般健康診査県

外受診票（様式第２号）及び当該受

診に相当する回の妊婦一般健康診査

結果票 

［（２） 略］ 

備考 表中の［ ］の記載は注記である。 

  別表を次のように改める。 

別表第６（第６条関係） 



区分 額 

１回目 ２３，９１０円 

２回目から５回目まで、７回目及び９回目 ５，１６０円 

６回目 １７，８７０円 

８回目 ７，５９０円 

１０回目及び１２回目から１４回目まで ５，０６０円 

１１回目 １３，２２０円 

様式第１号を別記様式とし、様式第２号を削る。 

附 則 

（施行期日） 

１ この告示は、公表の日から施行する。ただし、第２条及び附則第３項の規定は、令

和６年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 第１条の規定による改正後の亀山市妊婦一般健康診査県外受診費助成金交付要綱別

表の規定は、令和６年１月１５日以後に県外の医療機関等において妊婦一般健康診査

を受診した者に交付する助成金の額について適用し、同日前に県外の医療機関等にお

いて妊婦一般健康診査を受診した者に交付する助成金の額については、なお従前の例

による。 

３ 第２条の規定の施行の際現に第２条の規定による改正前の亀山市妊婦一般健康診査

県外受診費助成金交付要綱の規定による妊婦一般健康診査県外受診票（未受診の妊婦

一般健康診査が含まれるものに限る。）を有し、かつ、県外の医療機関等において妊

婦一般健康診査を受診した者に交付する助成金の額については、なお従前の例による。 


